
 

 
 

外国人の国民健康保険料及び住民税に係る未納対策を求める意見書 

 

国民健康保険事業は、賦課された保険料が適正に納付されることで健全な運営が

確保されるべきものであるところ、外国人による国民健康保険料の納付率が日本人

を含めた全体の納付率より大幅に低い旨の調査結果が厚生労働省によって示され

た。また、一定の所得がある者に対して公平に課され、徴収されるべき住民税につ

いても、出国した外国人等に係る未納が確認されているところであり、外国人に係

るこれら公租公課の未納への対策は重要な社会的課題となっている。 

国においても、令和７年６月13日に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方

針2025において、外国人の税・社会保険料の未納付防止や社会保険制度の適正な利

用に向けて、未納付情報等の連携による在留審査への有効活用、外国人の保険適用

の在り方等の検討を行う旨が明記されたほか、厚生労働省において外国人による未

納への対策として国民健康保険料を前納できる仕組みを導入する方針が定められ

た旨や、総務省により出国者の住民税の未納に関する実態調査が実施される旨が報

道されるなど、当該課題に対する取組が進められつつある。 

このことに関し、当該課題の解決に向けた施策の立案及びその実施に当たって

は、正確な情報の把握及び制度の周知とともに、国民健康保険料及び住民税の賦課

徴収業務を担う地方公共団体の実情を踏まえた制度設計が不可欠である。 

よって、国におかれては、外国人の国民健康保険料及び住民税に係る未納対策を

確実に推進するため、下記の措置を講じられるよう強く要望する。 

記 

１ 国民健康保険料及び住民税の納付状況を全国的に調査した上で、外国人につい

て未納が発生している原因や徴収における問題等、実態を分析してこれを明らか

にすること。 

２ 賦課された国民健康保険料及び住民税の納付義務について理解させるよう、国

において、来日する外国人に制度を一層広く、丁寧に周知する取組を実施するこ

と。 

３ 国民健康保険料の前納制度の整備に当たっては、地方公共団体における賦課徴

収の実情を踏まえた上で実効性を担保するとともに、可能な限り地方公共団体の

事務負担が増大することのない制度とするよう留意すること。 

ここに、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 

令和７年９月17日 

 

          石川県金沢市議会議長 前   誠 一        

 



 

 
 

地域医療提供体制の維持・確保のための診療報酬改定等を求める意見書 

 

 昨今の急激な物価高騰や人件費の上昇に対し、診療報酬等の改定が十分に追いつ

いていないことから、公定価格である診療報酬により運営される保険医療機関等

は、深刻な経営難に陥っている。この問題が解決されなければ、地域に不可欠な医

療サービス等の提供体制を維持していくことすら困難となる事態が強く懸念され

る。 

このような中、令和７年６月13日に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方

針2025では、物価・賃金上昇への対応や経営の安定・賃上げの必要性が明記された

が、今後の予算編成や診療報酬等の改定において、現場の実態をどこまで適切に反

映させられるかは依然不透明である。 

地域医療の提供体制を維持・確保し、国民が安心して暮らしを営んでいくために、

医療機関の経営を安定化させ、さらに持続可能なものとすることは、喫緊の課題で

ある。 

よって、国におかれては、こうした状況を真摯に受け止め、適切かつ早急に改善

するため、経営に必要な経費は診療報酬で賄うことを基本として、臨時的な診療報

酬の改定や国による補助制度の創設・拡充などを早急に講ずるよう、強く要望する。 

ここに、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 

令和７年９月17日 

 

          石川県金沢市議会議長 前   誠 一        

 



 

 
 

埋設インフラ（下水道管等）の計画的更新の促進を求める意見書 

 

我が国の下水道管等の埋設インフラは、高度経済成長期に集中的に整備されたも

のが多く、近年、老朽化に伴う破損・漏水や道路陥没などの事故が各地で発生して

いる。とりわけ石川県においては、令和６年能登半島地震により下水道をはじめと

するライフラインの脆弱性が改めて明らかになった。また、金沢市においても、豪

雨災害や積雪に起因する負荷、さらには酸性排水等による管の腐食が深刻化してお

り、埋設インフラの計画的更新による災害時のリスク低減と市民生活の安全確保は

喫緊の課題となっている。 

しかしながら、自治体の財政状況は極めて厳しく、膨大な更新費用を単独で負担

することは困難である。計画的かつ着実なインフラ更新を推進し、災害に強い持続

可能な都市基盤を築くためには、国による強力な財政支援と技術的後押しが不可欠

である。 

よって、国におかれては、早急に下記の措置を講じられるよう強く要望する。 

記 

１ 下水道管等の埋設インフラ更新に係る財政支援を拡充するとともに、安定的な

支援制度を構築すること。 

２ 老朽度診断技術、長寿命化工法等の活用支援と、地方自治体における専門技術

者の確保・育成のための施策の強化を実施すること。 

３ 能登半島地震の教訓を踏まえた「災害に強いライフライン網」の構築と、広域

連携による代替・補完体制の強化を実施すること。 

ここに、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 

令和７年９月17日 

 

          石川県金沢市議会議長 前   誠 一        



 

 
 

さらなる少人数学級の推進及び教職員定数の改善を求める意見書 
 

学校現場では、貧困、いじめ、不登校や教職員の長時間労働・未配置など、解決

すべき問題が山積しており、教員が、子どもたちの豊かな学びを保障するための教

材研究や授業準備の時間を十分に確保することが困難な状況となっている。この状

況を踏まえ、子どもたちの豊かな学びと学校の働き方改革をともに実現するために

は、少人数学級の推進とともに、加配教員の増員や少数職種の配置増など、教職員

定数の改善が不可欠である。 

令和３年３月に公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する

法律が改正されたことにより、令和７年度までに小学校の学級編制標準は35人に引

き下げられた。中学校においても令和８年度から学級編制標準が引き下げられる方

針が示されるなど、近年、少人数学級の制度整備は進みつつある。 

しかし、今後さらにきめ細かい教育活動を実現するためには、さらなる学級編制

標準の引下げによる少人数学級の実現とともに、高等学校における少人数学級の早

期実施が必要である。加えて、実効性のある働き方改革を実現するためには、自治

体による「業務の３分類」をはじめとした施策に対する十分な財政措置が不可欠で

ある。 

よって、国におかれては、地方教育行政の実情を十分に認識し、地方自治体が計

画的に教育行政を進めることができるよう、下記の措置を講じられるよう強く要望

する。 

記 

１ 高等学校における35人学級を早急に実施すること。また、さらなる学級編制標

準の引下げ等による少人数学級の推進について検討すること。 

２ 長時間労働是正などの学校の働き方改革を実現するため、加配教員の増員や少

数職種の配置増など、教職員定数の改善を推進すること。 

３ 自治体において、国の標準を下回る学級編制基準の弾力的運用が実施できるよ

う、加配教員の削減は行わないこと。 

４ 教職員の処遇について、新規採用を持続するとともに、専門性を発揮し、意欲

を持って働くことができるよう、必要な財政措置を講ずること。 

５ 新卒者の就業機会や、教職員の年齢構成のバランスの確保等の観点を十分に考

慮し、全ての自治体で定年引上げ期間中に教職員の安定的な新規採用ができるよ

う、定数加配措置をはじめとした必要な財政措置を講ずること。 

６ 自治体が実効性のある学校の働き方改革を実行するために必要な財政措置を

講ずること。 

ここに、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 

令和７年９月17日 

 

          石川県金沢市議会議長 前   誠 一        

 



 

 
 

子どもに係る国民健康保険料の均等割の負担軽減等を求める意見書 

 

国民健康保険制度の充実は、誰もが安心して子育てをすることができる社会環境

を実現する上で不可欠である。しかし、国民健康保険料の均等割については、年齢

や所得にかかわらず、世帯の人数が増えることで負担が増大するため、特に子育て

世帯の負担が大きいという問題がある。 

令和４年度からは、未就学児の均等割保険料の５割を公費で軽減し、うち２分の

１を国が負担する制度が導入されている。しかし、今なお子育て世帯の保険料負担

を軽減する施策が十分に整備されているとは言い難い。全国知事会が、令和８年度

国の施策並びに予算に関する提案・要望において、国民健康保険の子どもに係る均

等割保険料の軽減措置対象の18歳までの引上げ及び軽減割合の拡充を図るよう求

めているほか、全国市長会は６月に子どもに係る均等割保険料を軽減する支援制度

について、対象年齢や軽減割合を拡大するとともに、財源を国が措置することを重

点提言とし、全国町村会も、子どもに係る均等割保険料の軽減措置について国の負

担割合を引き上げるとともに、対象範囲を拡大することを令和８年度の要望として

いるなど、さらなる対策が強く求められている状況にある。 

よって、国におかれては、誰もが安心して子育てをすることができる社会環境を

実現するため、18歳未満の子どもに係る国民健康保険の均等割保険料の負担を軽減

する制度を整備するなど、国の責任と財政負担の下、子育て世帯における国民健康

保険の負担軽減を実現するために必要な措置を速やかに講じるよう強く要望する。 

ここに、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 

令和７年９月17日 

 

          石川県金沢市議会議長 前   誠 一        

 



 

 
 

生活保護基準の見直し及びケースワーカー体制強化を求める意見書 

 

我が国の生活保護制度は、日本国憲法第25条が定める「健康で文化的な最低限度

の生活」を保障する最後のセーフティーネットである。しかし近年、財政効率化を

目的とした生活保護基準の引下げが進められ、受給者の生活不安を拡大させてき

た。物価高騰や最低賃金の上昇など社会経済状況が大きく変化する中、基準の下方

修正は制度の信頼性を損ない、国民の安心を揺るがしかねない。 

さらに、本年６月には最高裁判所が、平成25年から段階的に行われた生活保護基

準の引下げをめぐり、受給者に対する減額処分取消しの判決を下した。このような

背景を踏まえ、生活保護基準の見直しが必要と考える。 

また、生活保護受給者数の増加に伴い、現場のケースワーカーの業務負担が深刻

化している。厚生労働省は１人当たり80世帯の担当を標準としているが、実際には

100世帯を超える事例も多く、訪問支援や自立支援の質が十分に確保できない状況

が報告されている。これでは制度の適正な運用が困難となり、ひいては行政全体の

信頼を損なうおそれがある。 

最低生活を保障する基準を安易に引き下げるのではなく、国において社会情勢に

即した水準を確保するとともに、ケースワーカーの増員やＩＣＴの活用を進め、制

度を持続可能なものとするための施策を実施することが強く求められる。 

よって、国におかれては、下記の措置を早急に講じられるよう強く要望する。 

記 

１ 生活保護基準の見直しに際しては、物価動向や最低賃金との整合性を十分に考

慮し、下方修正を抑制すること。 

２ ケースワーカーの配置基準を改善し、増員を図るとともに、ＡＩやＩＣＴを活

用して業務効率化を推進すること。 

３ 自治体が独自に人員確保を行えるよう、国による財政的・制度的支援を強化す

ること。 

ここに、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 

令和７年９月17日 

 

          石川県金沢市議会議長 前   誠 一        


